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午前１０時００分 開会 

○奥会長 皆様、おはようございます。 

  ただいまより、平成２９年度第２回八王子市環境審議会を開催いたします。 

  今年度最後、そして今期最後の環境審議会となりますけれども、本日もどうぞよろし

くお願いいたします。 

  最初に、委員の出欠状況について、事務局からご報告をお願いいたします。 

○星環境政策課主査 本日の出席状況について、ご報告いたします。 

  まず事前に欠席のご連絡をいただいている委員の方のご報告をさせていただきます。

菊地委員、鷲谷委員、上田委員の３名となります。定足数については、１５名の委員の

うち１２名の出席をいただいており、過半数割れをしておりませんので、この審議会は

成立しております。出欠については以上です。 

○奥会長 ありがとうございました。続きまして、配付資料の確認をお願いいたします。 

○星環境政策課主査 では、配付資料の確認をさせていただきます。まず、事前に配付し

たものとして、審議会次第。資料１として、第２次環境基本計画の中間見直しに係る基

本的な考え方について。こちらがＡ４両面で４枚。次に、参考資料１－１として、第２

次環境基本計画抜粋がＡ４両面で２枚。参考資料１－２、第２次環境基本計画中間見直

しに係る進捗等がＡ４両面で２枚になります。次に資料２、ごみ処理基本計画の改定（中

間報告）についてが、こちらがＡ４両面で３枚ですが、事前に配付した資料の２枚目の

上段５ページに訂正箇所がありましたので、本日、訂正した２枚目のみを配付しており

ます。まことに申し訳ありませんが、紙の使用量削減のために訂正ページのみ配付いた

しますので、差し換えをよろしくお願いいたします。こちらは、Ａ４、１枚を配付して

おります。 

  資料の説明については以上です。 

○奥会長 皆様、資料は全てお手元にございますでしょうか。大丈夫ですね。 

（はい） 

○奥会長 それでは、早速、次第に沿って進めてまいります。 

  本日は二つ議題がございまして、まず、一つ目ですけれども、「第２次環境基本計画」

の中間見直しに係る基本的な考え方について。こちらは、環境政策課長から、ご説明を

先にお願いいたします。 

○南部環境政策課長 では、私からご説明いたします。 
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  資料１をご覧ください。こちらの資料に沿って説明いたします。 

  第２次環境基本計画の中間見直しを行うに当たっての基本的な考え方についてご説明

いたします。 

  まず１、中間見直しの目的と書いてある資料をご覧ください。こちらは、平成３１年

３月に、現在使っております環境基本計画の前半期間が終了いたします。計画の策定後

に生じた社会情勢の変化や課題に対応するために、中間の見直しを行うというものです。 

  次のページをご覧ください。 

  上段部分、２、計画の位置づけです。環境基本計画は、この図の中の濃い黒となって

いるところの部分になります。環境に関連する４計画、その下に書いてある４計画の上

位計画として位置づけておりまして、互いに整合を図っているという関係になっており

ます。 

  その下、３、現行計画の体系図をご覧ください。こちらは、現在の環境基本計画の体

系図ですが、望ましい環境像を目指して四つの基本目標を達成するために、１５の基本

施策に取り組むという体系になっております。 

  その次のページをご覧ください。 

  上段部分４、１５施策の成果指標に対する達成見込みです。こちらは、２８年度末の

実績で、１５のうち４施策が、やや遅れているという状況になっております。その他の

項目、詳しい内容につきましては、後ほど参考資料１－２をご覧ください。 

  その下、５、現行計画の取組状況と課題です。４つの基本目標ごとに、主な取組状況・

成果と課題をまとめたものになります。 

  基本目標Ⅰは、緑や水資源の保全についての施策になります。この真ん中の部分が成

果となりますが、主に一番右側の課題についてご説明します。里山を保全していくため

には、手入れをする人材が必要ですが、担い手の不足という課題があります。また、施

策の効果がわかりやすい指標の設置が必要という課題もあります。 

  その次の基本目標Ⅱは、廃棄物処理や地球温暖化防止についての施策になります。課

題としては、生ごみを減量するためのさらなる取り組みが必要であるといったことがあ

ります。 

  その次のページをご覧ください。 

  上段をご覧いただきます。 

  基本目標Ⅲが、環境学習や情報提供についての取り組みになります。次世代を担う子
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どもの環境への関心を喚起するための環境教育の拡充が必要といった課題があります。 

  基本目標Ⅳは、街の美化や公害防止についての取り組みになります。生活環境の改善

は、数値にあらわれてはいるものの、さらにＰＲをしていく必要があるといった課題が

あります。 

  計画をこれまで推進してきた中で生じた、このような課題を検証し、今後の見直し作

業を進めていくことになります。 

  その下段、６、社会状況等の変化です。こちらは、環境基本計画策定後に行われた八

王子市の最も上位の計画である八王子ビジョン２０２２などの上位計画の改定との整合

を図るとともに、社会状況の変化も考慮しつつ見直しを行っていきます。一例としまし

ては、こちらのページのイ、ウにあります、国や都の環境基本計画、こちらでは行政以

外の市民や事業者、ＮＰＯなどの多様な主体との連携を重視する傾向がより顕著に増す

ということなどの変化があります。こういった変化を考慮しつつ、中間見直しを進めて

いくものです。 

  その次のページをご覧ください。 

  下段、７の中間見直しの基本的な考え方です。これまでご説明してまいりました、現

行計画を推進する中で生じた課題ですとか社会情勢の変化を分析した結果に基づき、こ

の７の下段部分の基本的な考え方により中間見直しを進めていきたいと考えています。 

  まず一つ目が、計画期間が、現在の計画の残りの期間となる３１年度から５年間とし

ます。終了は３５年度です。二つ目が、計画の根幹である望ましい環境像と基本目標は

継承します。といいますのは、今回は中間見直しであること。それに加え、計画期間の

前半での課題、策定後の社会状況の変化では、環境像や基本目標の変更、追加すべき要

因がなかったので継承していくものです。とはいっても三つ目なんですが、計画策定後

の社会状況等の変化に伴う課題ですとか、計画を推進してきた中で生じた課題を解決す

るためには、必要に応じて指標ですとか取組内容の追加、見直しを行う必要があると考

えております。 

  その次のページをご覧ください。 

  ８の策定体制についてです。その図の左上のほう、市と書いてある囲みの中ですが、

こちらは庁内の職員による検討会になります。主査級、課長級、部長級の三つで構成し

ておりまして、既に、今回、続けて説明しております基本的な考え方について議論を行

っております。市外部の主な組織としては、こちらの環境審議会、環境推進会議での検
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討を行っていきます。その下の下段については、今ご説明した組織についての詳細にな

ります。後ほどご覧ください。 

  最後、右のページの今後のスケジュールになります。平成３０年９月から１１月にか

けて、審議会へ諮問、答申を経て、１２月の市議会への報告と、１２月から１月にかけ

てパブリックコメントを行い、３１年３月の完成を目指していくという予定を考えてお

ります。 

  以上、環境基本計画についてのご説明を終わります。以上です。 

○奥会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見、ご提案などござ

いますでしょうか。もしくはご質問ございましたら出していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。どうぞ、木下委員お願いします。 

○木下委員 このスライドの７ページ。ＳＮＳを使っているということなんですが、具体

的に、今、どういうようなことをなさっているのか、教えていただけますでしょうか。 

○南部環境政策課長 市のホームページに、環境についてのフェイスブックを活用してお

りまして、環境に関連する市のイベントのご紹介でしたり、または市内で活躍なさって

いる市民会議の皆さんの希望をご紹介したり、環境についての市民の皆様の関心を喚起

するための、いろいろな情報提供を行っているところでございます。 

○木下委員 反応はいかがですか。 

○南部環境政策課長 そうですね、なかなか爆発的な人気というところはいかず、少しず

つ増加しているところです。そういったこともありまして、課題として、もっと環境の

情報提供をしていく必要があるかなということを考えております。 

○木下委員 新しい方向だと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

○奥会長 そうですね。見直しの中で、どれだけ内容的な充実を図っていくかですね。そ

れからまた、具体的な指標として、どういうことを書いていくかというようなところが

ポイントになるかと思います。 

○南部環境政策課長 ありがとうございます。 

○奥会長 他はいかがでしょうか。 

  本日は、まず、中間見直しに向けての基本的な方針のご説明ということですので、ス

ライドの１０ページのところ、中間見直しの基本的な考え方として下に三つありますけ

れども、この最終年度、それから環境像、基本目標、これはそのまま維持をしていくと

いうこと。一方で、状況の変化も踏まえて施策や指標の追加であったり見直しは図って
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いくということで、ここの部分については、ご了承いただけますでしょうか。よろしい

ですか。 

（はい） 

○奥会長 ここは、このように固めていくということで。 

  それから、最後のスライドのスケジュールのところも、今日が方針説明というとこで

すが、新年度になりまして、中間報告というのが一回、諮問よりも先に入ってますけれ

ども、ここでは、どの様な内容の報告になるのか、もう少し詳しくご説明いただいても

よろしいですか。 

○南部環境政策課長 はい。本日は、基本的な考え方だけですので、まだ具体的なものが

入ってきていないのですが、この中間報告については、もう少し具体的な内容を盛り込

んだもので審議会へご提示し、皆様のご意見をいただきたいと思っています。 

○奥会長 基本施策ごとに、もう少しその中身も整理して、どのあたりを見直ししていく

のかということもわかるようなものが出てくるということですか。 

○南部環境政策課長 はい。 

○奥会長 ですから、実質的な議論は、そのときにしていただくということになるのだと

思います。そこでご意見いただいて、９月以降、諮問という流れになっていますが、諮

問をいただいて、それから答申が１０月に入っていますけど、大体、議論する場として

は、どれぐらいの回数ありますか。これですと、ここに丸が入っているところで議論を

するということですか。 

○南部環境政策課長 そうですね。この図に、本日の方針説明というところから始まって、

あと残り３つ丸があるのですが、この残り３回でご議論いただくということでスケジュ

ールは考えております。 

○奥会長 わかりました。ということですと、やはり、次回の中間報告の時に、もう少し

しっかりとした中身をご提示いただいて、実質的な、建設的な議論ができるように準備

をお願いしたいと思います。 

  では、他に内容的なことですとか、ご質問ございましたらお願いします。 

○木下委員 では、もう一つだけよろしいでしょうか。 

○奥会長 どうぞ、木下委員。 

○木下委員 ９ページの都市緑地法関連ですけれども、生産緑地は、この中に入っている

と思うのですね。平成３４年で３０年間越しちゃいますので。 
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○奥会長 買い取りの申し出が。 

○木下委員 そうですね。これは、よく気をつけておかれたほうがいいだろうと思います

ので、発言させていただきます。 

○南部環境政策課長 承知いたしました。ここに例としてある環境関連の法改正がありま

したので、こちらの内容も十分に吟味しつつ、計画の中間見直しを行っていきたいと思

います。 

○奥会長 そうですね。特に、生産緑地の関係ですと、都市マスですとかみどりの基本計

画の見直しをしていく必要も出てくるんじゃないかと思うんですよね。 

○南部環境政策課長 みどりの基本計画ですが、平成３０年と３１年の２年間かけて全面

見直しを予定しておりますので、その中で十分考慮していきたいと思います。 

○奥会長 他はいかがですか。 

○千明副会長 いいですか。 

○奥会長 どうぞ。 

○千明副会長 少し細かくなるかもしれないですけど、この５ページのところですね。達

成見込みのところですが、うまくいかないのが４項目ということで左に出ていますけれ

ど、うまくいかないのは、目標の立て方に問題があるのではないかなと思います。それ

から、その背景ですよね。目標がいかないという背景もあるのではないかなと思うので、

場合によっては全然違う方向で目標を立てるという方法もあるのではないかなと思うの

です。ですから、単純に目先のことについて理由を述べて、目標をそのまま置いておく

ということでいいのかどうか。その辺を、中間報告でどう出てくるのかなと楽しみにし

ています。 

  グリーンマッチングは、私の知っている範囲では、自分の裏山を何とかしたいと思っ

ている人、結構いるんですよね。そういうところを積極的に取り入れていければ、グリ

ーンマッチングも広がるのではないかなと思うのですけど、現在は、市が指定した斜面

緑地をボランティアと結びつけようというようなことなので、かなり無理があると思い

ます。また、中間報告のとき、出てきたら意見を言います。 

  それから、これがよくわからないのですけど、ＳＮＳですよね。これがうまく、ＳＮ

Ｓの返事が、レスポンスが来ないというようなことでいつも話を聞きますけど、これも、

そういうのにこだわっていていいのかという気がするのですね。これはもう、極端な話

かもしれませんが、最近の新聞情報だと、フェイスブックの「いいね！」のところを開
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いただけで個人情報が流れてしまうと、メディアに、出ていました。、その真偽のほどは

わかりませんけど、それで問題になっています。あまりＳＮＳにこだわると、個人情報

が漏洩してしまうのではないかとの心配が市民の間から出るかもしれないので、それは

一応調べておいてもらったほうよいと思います。 

  この達成できない目標をどうしようかというのは大変だと思いますけど、その辺のこ

とも考慮に入れていただきたい。 

○南部環境政策課長 はい、ありがとうございます。今、千明委員におっしゃっていただ

いたように、成果指標、その目標に向かって、どれだけ取り組みが達成できてるかとい

うのを図るものなので大変重要なものであるということも認識しているところです。中

間見直しとはいっても、現在、指標として適さないようなものになってしまっているも

のについては、今おっしゃったように、十分に背景ですとか、達成が遅れている、難し

くなっている原因などを十分に検討しまして、新たな成果指標、施策を検討していきた

いと思います。 

  あとＳＮＳにつきましても、やはり、利用してくださる方が安心して利用できるサー

ビスでないといけませんので、今おっしゃったことも十分確認をしてまいります。 

○奥会長 よろしくお願いいたします。 

  ほか、いかがでしょうか。よろしいですか、他の委員の方は。 

  それでは、基本的な考え方については本日ご説明いただいた内容で皆様にはご了承い

ただきまして、次回、中間報告のところで中身については議論をしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○南部環境政策課長 一つ確認をさせてください。 

  今、基本的な考え方について皆様のご意見を頂戴いたしました。この後、庁内での政

策会議で、いただいたご意見も含めて、この基本的な考え方を図っていきます。その中

で、多少の修正が入る可能性がございますが、ご了承いただければと思います。また、

中間報告のときに、そのようなことがございましたら報告をいたします。 

○奥会長 わかりました。よろしいですか。では、そのようにお願いいたします。 

  続きまして、次第の２にございます、ごみ処理基本計画の改定（中間報告）について。

こちらは、ごみ減量対策課長からご説明をお願いいたします。 

○木下ごみ減量対策課長 それでは、資料に基づきまして、ごみ処理基本計画改定の中間

報告をさせていただきたいと思います。 
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２ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず初めに、意見聴取の経過ということでタイトルがありますけども、中間報告に至

るまでの経過と、これまでの意見聴取の経過を簡単に説明をさせていただきます。 

  現在のごみ処理基本計画につきましては、平成２５年度から３４年度までの１０年計

画としておりますが、７月の環境審議会でもご報告させていただきましたとおり、中間

目標年度である平成２９年度を迎えたことから、本年度、３０年度の２カ年をかけまし

て見直しを行い、新たな１０年計画を改定することとしております。改定に当たりまし

て、ここからは意見聴取の件になりますけども、特に市民、事業者の代表で構成されて

おります、これは廃棄物条例上規定されておりますごみゼロ社会推進協議会につきまし

て、本年度、全６回にわたりまして現在のごみ処理基本計画の数値目標の達成状況であ

るとか、実施施策、事業の進捗状況等の説明をし、さまざまなご意見をいただいたとこ

ろでございます。また、市政モニターアンケートや各種イベントで実施いたしましたア

ンケートでの意見も踏まえまして、今後の事業や次期計画に向けた検討を行ってきたと

ころでございます。 

  続きまして、シートの３枚目をご覧いただきたいと思います。現計画における課題で

ございます。 

  まず、本市の１日当たりのごみの排出量についてですが、全体としまして減少傾向に

ありますが、平成２７年度実績におきまして、人口５０万人以上の都市で全国１位を達

成することができました。しかしながら、ごみ全体の中でも家庭系可燃ごみにつきまし

ては減量が進んでいないため、さらなる減量のためには、この家庭系可燃ごみの削減が

非常に重要な課題となっております。 

  次の、さらなる指導・啓発になりますけれども、こちらはごみの減量・資源化のため

には、ごみの排出者であります市民、事業者が減量・資源化に向けた行動を具体的に起

こしてもらうことが重要でありますので、ごみの排出秩序を守っていただくためのさら

なる指導・啓発の強化が必要であると考えております。 

  また、将来にわたって、よりよい環境を維持していくためには、現行の取り組みを継

続して進めていくことはもちろんのこと、環境保全に関する理念を次世代にしっかり継

承していくことも重要であることから、学校現場での環境教育はもちろんのこと、未来

を担う若い世代を対象とした取り組みにもしっかり力を入れていく必要がございます。 

  続きまして４枚目のシートをご覧いただきたいと思います。 
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  こちらは、新ごみ処理基本計画の計画体系でございます。新計画におきましては、減

量の取り組みであるリデュースで全国１位を達成した現計画の施策をさらに推進するた

め、計画体系を見直し、事業の実施主体に着目して基本方針を事業の対象ごとに４つに

まとめました。新計画の基本方針、まず一つ目でございますが、市民及び事業者と市の

協働した取り組みの推進で、協働で進めていくものとなります。基本方針２は、３Ｒの

取り組みによる家庭系ごみ減量・資源化の推進で、市民に中心となっていただく形にな

ります。基本方針３は、さらなる事業系ごみ減量・資源化の推進で、事業者が中心にな

っていただくことになります。基本方針４は、安全・安心で安定・継続的なごみ・資源

物処理体制の確立になります。こちらは、行政が中心となって進めるものとなります。

それぞれの基本方針に柱となる三つの基本施策を設けまして、その中から重点的に取り

組むべきものを一つずつ選定しております。基本施策は、各基本方針の、右に書いてあ

りますが、下線で示してあるもののところ、重点取り組み①②③④という形で書いてご

ざいます。 

  続きまして、５枚目のシートをご覧いただきたいと思います。基本施策の重点取り組

みについて説明をさせていただきます。 

  重点取り組みは、先ほどご説明した現計画の課題である家庭系ごみの削減、さらなる

指導・啓発、環境教育の充実の三つを踏まえ、設定したところでございます。 

  まず、重点取り組みの１、環境教育・人材育成のための取り組みについて説明させて

いただきます。ごみの減量・資源化の推進は、将来にわたってよりよい環境を維持して

いくための基盤であることから、まずは市民、事業者、市のそれぞれがごみ減量・資源

化に積極的に取り組んでいけるよう意識向上を図ることが重要となります。そのために

は、市が掲げる目標や課題を身近にわかりやすく共有する機会を設け、広く市民や事業

者へ普及していく体制をつくることが不可欠となります。 

  次に、重点取り組みの２、生ごみの減量・資源化の推進について説明させていただき

ます。ごみ全体の中でも減量が進んでいない可燃ごみに着目をいたしますと、その約半

分は生ごみが占めている状況であることから、家庭系可燃ごみの減量・資源化を効果的

に進めるためには、生ごみにターゲットを絞った施策の推進が非常に重要となります。 

  次に、重点取り組み３の排出事業者への指導について説明をさせていただきます。事

業系ごみにつきましても、家庭系ごみと同様、さらなる減量・資源化に取り組んでいく

必要がございます。そのため、重点取り組み１の環境教育・人材育成のための取り組み
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に加え、実際にごみの減量・資源化に向けた行動を起こしていただくために、事業者に

対する訪問指導及び搬入物検査を通じた適正排出指導を推進してまいります。 

  最後に、重点取り組み４のごみ・資源物処理の基盤となる処理施設の整備・検討につ

いてでございます。市民や事業者から出されるごみ・資源物を安定的かつ効率的に処理、

資源化することは行政の重要な責務の一つであることから、計画期間中に稼働開始予定

の新館清掃施設の建設を行うとともに、今後の廃棄物処理の動向を踏まえた清掃施設整

備の検討が必要となります。 

  次に、６ページになります。 新計画におけます基本方針ごとの具体的事業例を、こ

ちらでは示しております。各事業の中には、現在の計画から継続して実施する事業のほ

か、社会情勢や市民意見を受けて発展する事業、新規に実施する事業がございます。 

  まず基本方針①では、市民、事業者とのさらなる協働を図りながら、店頭回収や資源

集団回収を促進してまいります。施設見学・出前講座を通じた環境教育については、ご

みゼロ社会推進協議会から、さらなる活性化を希望するご意見を頂戴しましたので、参

加する市民の要望に応じた講座や、施設見学をする子どもたちに、ごみの減量・資源化

が根づくよう、さらなる啓発、情報発信の発展をしていきたいと考えています。また、

リサイクル推進員との協働による啓発では、地域の市民センター祭り等のイベントにリ

サイクル推進員とともに参加し、環境教育や啓発を担う人材が市民の中から育成される

ことで、これまでの行政から市民という啓発だけではなく、市民から市民への啓発を進

めてまいります。みんなの町、川の清掃デーの実施では、市内の学生への呼びかけや参

加団体がさらに増えるような仕組みをつくり、さらなる発展を図ってまいります。 

  次に、基本方針②では、家庭系ごみの減量・資源化のため、ごみゼロ社会推進協議会

で転入者への指導・啓発事業の発展、情報発信の充実に関するご意見をいただいており

ましたので、さまざまな情報媒体を活用したさらなる啓発、ごみの減量・資源化に取り

組めていない市民への情報提供の取り組みにより、転入者や外国人にも配慮した効果的

な啓発方法を検討、推進してまいります。また、生ごみの減量・資源化のために、現行

のダンボールコンポスト普及拡大をさらに発展させるほか、社会問題となっております

家庭における食品ロス削減の促進を新たに取り入れ、家庭系生ごみのさらなる減量・資

源化を図ってまいります。さらに、使用済み製品のリユース促進を行い、粗大ごみとし

て収集した不要品を必要とする方へ提供できる仕組みづくりを検討し、再使用のさらな

る促進を図ってまいりたいと考えております。 
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  ７ページに行きまして、続きまして基本方針③、④になりますけども、まず、基本方

針③では、事業者向け講習会などを活用した啓発・情報提供による事業者の減量・資源

化意識を向上させてまいります。また、資源化を促す訪問指導の拡大をさらに発展させ、

事業系ごみのリサイクルを促進するほか、中核市となり、産業廃棄物も含めた事業系ご

みの適正排出を推進するために、清掃工場での事業系搬入物検査の強化、適正搬入を促

す排出指導を行ってまいります。さらに、事業者における食品ロス削減の取り組みを新

たに取り入れ、飲食店においてポスターなどを利用した食べ切りの呼びかけを行う食べ

切り協力店を普及させていく考えでございます。 

  最後に基本方針④では、剪定枝資源化事業の推進によりまして新たな資源物の品目と

して、剪定枝の戸別収集に向けた検討を進めるほか、民間処理施設との連携等も含めた

新たな資源化事業の検討を行ってまいります。また、排出量に応じた収集頻度の見直し

により、さらなる収集の効率化を図るほか、社会問題となっております高齢社会対策と

して、高齢者・ごみ出し困難者対策の充実や災害廃棄物対策への取り組みを行い、災害

時におきましても、安定的、効率的なごみ収集・処理を行えるようにしてまいります。

さらに、廃棄物処理の動向を踏まえた処理施設の研究など、処理施設の整備・検討に取

り組んでまいります。現計画と同様、新計画の事業につきましても、高齢者・ごみ出し

困難者対策などは庁内の、例えば福祉部など等の関係所管との連携が必要となることか

ら、庁内連携を図りながら効果的に計画を推進していくような考えでございます。また、

取り組みの成果、先ほどもお話しましたけども、５０万都市以上でリデュース全国１位

という、例えば、そういった内容も市民、事業者の皆様にわかりやすく発信し、今後の

ごみ減量・資源化のモチベーションにつながるようにしていきたいというふうに考えて

おります。 

  ６番目の数値目標項目に行きます。 

  新規計画の数値目標につきましては、現時点での設定方針を説明させていただきます。

表に、現計画で設定しております五つの目標項目と、最新実績である平成２８年度実績

より、現計画の目標値をお示ししております。まず、埋立処分量ですが、現在、埋立処

分をしている不燃残渣を資源化することによりまして、平成３０年度から埋立処分量ゼ

ロを達成する見込みとなりました。このことから、新計画の目標項目からは除外をして

いきたいと考えております。 

  次に、一人１日当たりの総排出量、リデュース全国１位の継続を目指しまして、引き
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続き新計画でも目標項目に設定してまいります。 

  リサイクル率につきましては、５０万人以上の都市で全国３位の成果が出ており、今

後も資源循環の取り組みを推進するため、新計画でも目標項目に設定してまいりますが、

リサイクル率は全てのごみ・資源物量に占める資源化量の割合となりますけども、市民

の皆様に分別にご協力いただいているにもかかわらず、ペットボトルや瓶であるとか缶

などの軽量化、書籍の電子化による雑誌・新聞などの流通量の減少などの影響によりま

して、ここ数年、リサイクル率が低下しています。こうした近年の資源物の傾向を踏ま

えまして、目標数値の再設定が必要であるというふうに考えています。 

  続きまして、ＣＯ２排出量につきましては、八王子市地球温暖化対策地域推進計画で

も目標設定されていることから、廃棄物分野における環境負荷にかかわる管理指標とし

て、継続して新計画でも目標項目に設定してまいります。 

  ごみ・資源処理経費につきましては、平成２８年度から、本市におきまして新公会計

制度の導入があります。今回、この目標数値からは外させていただいて、毎年度の数値

目標につきましては、毎年度発行しております清掃事業概要等で引き続き公表をして、

管理をしていきたいというふうに考えております。 

  したがいまして、新計画における目標項目につきましては、一人１日当たりの総排出

量、リサイクル率、ＣＯ２排出量のみとする予定でございます。 

  なお、新計画におけます各目標項目の数値につきましては、平成２９年度におけます

将来予測人口やごみ・資源物量の実績を踏まえて設定するため、現在、まだ２９年度実

績は出ておりませんので、その数値が出た段階で具体的数値を出していきたいというふ

うに考えております。 

  次に、リサイクル率について、お話をさせていただきたいと思います。 

  先ほどご説明いたしましたように、リサイクル率について補足説明をさせていただき

ます。近年、資源物の本市のリサイクル率の推移をご覧いただければ一目瞭然なのです

が、前期計画におきまして、資源物の流通減、資源物自体の軽量化等が進んでおり、行

政が管理できない社会環境が要因となることで減少している傾向にあります。このよう

な背景から、市民の皆様には、ごみ・資源物の分別にご協力をいただいておるところで

ございますが、リサイクル率が下がっているというのが実情であります。このことから、

リサイクル率を再度設定することを先ほど申し上げたところでございます。 

  次のところを見ていただきたいと思います。 
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  上段のリサイクル率につきましては、皆さんご存じかと思いますけども、ごみ総量に

対する総資源化量の割合から計算しておりますが、市民の皆様にご協力いただいた結果

を実感していただくために、前回の審議会におきまして、リサイクル率に対してうまく

補助指標として表現できないかということがありまして、いろいろ考えてみたんですけ

れども、ここにお示ししてあるのは、家庭のごみだけをとったリサイクル率ということ

で示させていただいています。この補助指標が適切かどうかというのは若干ありますが、

前段でお話しましたリデュース、リサイクル率、この二つが、特にリデュースのところ

をしっかり市民の皆様にお示しすることでご理解はいただけるのかなと考えているとこ

ろですが、ぜひ、今日の審議会におきましては、その点についてもご議論をいただきた

いというふうに考えております。 

  今後のスケジュールですが、骨子を作成いたしまして、この環境審議会、議会の報告

を経てパブリックコメントを実施、素案を作成してまいります。その後、素案を再度環

境審議会へ諮問・答申をし、計画を策定するということになります。 

  最後のページは、ごみゼロ社会推進協議会の構成メンバーの表になります。 

  説明は、以上となります。 

○奥会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見などありま

したらいただきたいと思います。いかがでしょうか。お願いします、荒井委員。 

○荒井委員 数値目標項目に上げてありましたリサイクル率で、新計画への反映方針のと

ころに、傾向を踏まえて目標数値を再設定というふうな書き方をしてあるんですけど、

この意味は、その数値自体の水準を変えるという、値を入れかえる、そういう意味なの

か、その指標を、後半にお話がありましたような、何か指標自体を別途目標にするのか、

どちらの意味なのか、どういうことでしょうか。 

○木下ごみ減量対策課長 はい、お答えさせていただきます。リサイクル率そのものは、

環境省ので定めた所定のリサイクル率がございますので、そこを変えるのではありませ

ん。ただ、先ほどご説明を申し上げていますように、資源物の軽量化であるとか書籍の

電子化等の影響を受けておりますので、再設定という言葉を使いましたが、下方修正を

させていただくということでご理解をいただければと思います。 

○荒井委員 了解しました。 

○奥会長 加えて、補助指標も位置づけてはどうかということがありましたね。 

○木下ごみ減量対策課長 前回の審議会でご意見をいただいたんですが、今回お示しをし
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た家庭系のリサイクル率を補助指標として設定しても、市民の皆さんに、それがご理解

十分にいただけるものかどうかというのは、少し疑問な点がございますので、繰り返し

になりますけども、リデュースのところ、リサイクルのところをしっかりお伝えするこ

とで、補助指標は必要ないのではないかなというふうにも、現在は考えています。よい

補助指標が、なかなか見つからないというのが現状でして、リサイクルを下方修正する

ことで、市民の皆さんのご協力がなくなってきたというふうに誤解を招くおそれがあり

まして、そうなってしまうと、今後のごみ減量・資源化に向けて非常にマイナスになっ

てしまうのかなと思っています。また、前段の資源物の流通量であるとか軽量化である

とかということを、しっかり説明した上で、あとリデュースのことをしっかり説明する

ことで、そこは何とかカバーできるのかなという考えもありますので、ぜひご意見いた

だければと思います。 

○奥会長 荒井委員、お願いします。 

○荒井委員 今のことに関連して、どういう指標がいいのかなということを自分でもお聞

きしながら少し考えたときに、最後に、コストの話があったわけですけれど、これが目

標から外すということになったことについて、むしろ減量化に取り組んだ効果が、市民

としてはみんなで減らして頑張った結果が、その事業費のコスト削減につながったとい

うことも理解しやすい取り組みの効果として、そういう数値が目標になっていることも

いいのかなと思ったのですが、目標から外すということになってしまったので、これに

ついては、さっきの補助指標ではないんですけれど、コストというものも目標にすると、

市民側からすると、取り組んだ効果が、減らしたことで処理費が安くなったということ

になると、取り組んだ効果があらわれているなというふうにも捉えられるかなと思った

んですが、そういう考え方はいかがでしょうか。 

○木下ごみ減量対策課長 市民、家庭から出るごみの段階あるいは事業者から出るごみの

段階で、発生抑制が十二分に発揮されれば、ここのコストのところというのは現状より

も削減することは可能かなと考えます。これからの啓発についても、リデュースのとこ

ろに重点を置いた取り組みを進めていくことになるんですけれども、その一方で、まだ、

さまざまなリサイクルの手法というのは考えられるかなと思っておりまして、その中で、

一つ、施設の検討を含めてやることが、生ごみ等については主な減量になりますので、

そうしますと、やはり一定のコストがかかってしまう部分がありまして、ある意味、先

生のご指摘と都合のいい説明になってしまっているかもしれませんけど、その事情があ



 -  - 18 

る中で、そのコストのことについては一切公表したり経過を追っていかないということ

ではありません。清掃事業概要という冊子の年報の中で、毎年経過をご報告しており、

一般に公開しているものですので、そこでは表していきたいと思いますが、このごみ処

理基本計画の中の目標項目として設定するのは、なかなか厳しい状況にあります。 

○荒井委員 少し意地悪な質問だったかなとも思ったんですけど、今の発言は、一つは、

自分自身が別の市町村のごみ減量化に関する会議に出席した際に、市民の方から、せっ

かく市は減量化、減量化と言うけれど、やる立場に立ってみれば、それがちゃんとコス

トにあらわれてないというのは、やはりやる気にはつながらないというような発言があ

ったのが印象的だったので、そういうふうに考える方もいらっしゃるんだろうなと思い、

あえてそういう事情は承知の上で、発言させていただきました。 

  確かに、ごみが減ってもゼロになるわけではなければ、コストはかかりますし、施設

の維持という意味ではお金はかかる。固定費の部分がかなりありますので、単にそれが、

そこで数％ごみが減ったから、それが直に、ダイレクトにコストに反映するというもの

ではないというふうに理解はしております。ありがとうございます。説明、承知しまし

た。 

○奥会長 よろしいですか。ほか、いかがでしょうか。どうぞ、西川委員。 

○西川委員 すみません、５ページのところで、生ごみの減量のところです。家庭系可燃

ごみが、その半分は生ごみという状況ということで、お話を伺った後で、今お話になっ

ているリサイクル率、次の７番のスライドのところで、計算の話を伺ったときに、資源

物の傾向が、流通量が減で、軽量化でリサイクルされるものが減ってきているというお

話でした。そうすると、ごみの総量も減っているはずなのに、なぜ割合として落ちるの

かなと、不思議に思いました。例えば、この補助指標のことを考えますと、リサイクル

率と書かれておりますが、分母のところに家庭系ごみ量が分母に入ってますけど、これ

は生ごみも入っていることでよろしいですか。となると、半分はリサイクルできないも

のを勘定、分母にして家庭系資源化ということを勘案されているということであると、

今度、本来リサイクルの効率は関係なく、生ごみが減れば、逆にこの数字が上がるとい

うことで、正しく、これは決まった計算の方法だと思うんですけれども、実際、市民の

方がリサイクルしている稼働率とは、また違った指標になっている部分があるのかなと

思われますので、そういったことも勘案して、新たな、この計算の方法というのも、ひ

とつ、リサイクルされていることが正しく表せる数字として考えることも可能ではない



 -  - 19 

かなと思いますので、ご参考までにお話を申し上げます。 

○奥会長 ありがとうございます。 

○木下ごみ減量対策課長 もう少し、今いただいたご意見を踏まえまして、再度、素案を

ご説明申し上げるまでに、一度考えてみたいと思います。その点も、事前に説明した上

で、素案の説明に入っていきたいと思います。 

○奥会長 リサイクル率自体は、すでに決まった計算式があるので、全国的な統計の都合

上維持する必要はあるんですけれども、その一方で、実際に、その市民の努力が明確に

見えるようなものがつくれるかどうかというのは、なかなか悩ましいところではござい

ますよね。他の自治体の例などは、何かお調べになっていますか、こういった補助的な

指標として何か採用例があるのかどうかというところはいかがでしょうか。 

○木下ごみ減量対策課長 他の自治体を調べてみても、市民の努力がうまく表現できるよ

うな指標というのは、なかなかありませんでした。もう一度、改めて、じっくり調べて

みることは引き続きやっていきたいと思います。 

○奥会長 ほかいかがですか。 

○木下委員 再度よろしいですか。 

○奥会長 どうぞ、木下委員。 

○木下委員 やはり、３Ｒがあるわけですから、それぞれに指標があるというのが最もわ

かりやすくて、市民の皆さんもわかりやすいと思うので、今のお話をベースに、何か考

えていかれたほうがいいような感じがいたします。 

○浦瀬委員 いいですか 

○奥会長 どうぞ、浦瀬委員。 

○浦瀬委員 その市民向けの議論が主ですが、それでいいですけど、事業者に対する指導

というのも言っていて、そちらについては特に目標はないようにも見えるのですが、も

ともと、この総ごみ量というのは家庭系ごみプラス事業系一般廃棄物で、八王子に持ち

込まれている部分ということですかね。家庭ごみと事業ごみは、大体どのぐらいの比率

ですか。だから家庭系は重要じゃないとか、事業系が重要だとか、そういうことを言う

つもりは全くありません。一般的な傾向では、家庭系ごみは減っていて、だけど事業系

一般廃棄物は減ってないように思うんですよね。 

○木下ごみ減量対策課長 約８割が家庭系のごみでありまして、２割が事業系ごみになっ

ています。これは、自治体の規模で、この割合がかなり変わっています。よく多摩地域、
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小金井市などではリサイクル率が非常に高いんですけども、事業系から出てくるごみの

量は、逆に少ない部分がありまして、分母の部分は、事業系のごみも含めて総ごみ量と

して計算されていきますので、そのような事情もあります。本市の場合でいうと、８割

が家庭から出るごみ、２割が事業者から出るごみです。 

○浦瀬委員 ２割ぐらいならというつもりもないけれど、その事業系の適正指導とかの目

標は立てないのかな。家庭系は、もちろん市民の意識を高める上では重要だけど、事業

系も何か目標があるなら目標を立てたほうがいいのかなと思ったのですが。 

○木下ごみ減量対策課長 この数値目標のところにつきましては、ごみ全体に対しての目

標ということで考えています。個々の具体的な施策の中で、この全体の、例えばリデュ

ース、リサイクル率を出すに当たりましても、それぞれ市民向けに対しての施策、事業

者向けの施策について、一つの対象ごとにごみ減量を何％目指していくみたいな、そう

いうことは、一定目標として掲げる中で取り組んでいくことはできるのかなと。その結

果として、この数値の達成状況はどうなのかなということはできるかと思いますが、事

業系のだけを取り上げてというのは、そのことは考えてはおりませんでした。 

○奥会長 そこの６の数値目標というのは、成果指標ですよね。活動指標として事業系に

ターゲットを絞って何をして何をどこまで減らすのかということは一つ考えられるかも

しれませんけど、それをした結果として、全体的に成果を達成するんだというのは、多

分この６の数値目標という、そういう関係だと思いますので、それは、これで維持して

いくということですね。 

  よろしいですか、浦瀬委員。 

○浦瀬委員 いいです。 

○奥会長 ほか、いかがですか。天井委員、お願いします。 

○天井委員 ５ページの２番目に、家庭系可燃ごみ、その半分は生ごみが非常に大きな割

合を占めている、といっているんですね。その後段に、生ごみにターゲットを絞った施

策の推進が必要とございますけれども、前段にもコンポスト化などが見えましたけども。

例えば、手選別により埋め立て量は目標に達成したと、そのような、現時点で具体的な

生ごみを飛躍的に減量させるような施策が必要というのはわかるんですが、具体的な内

容ですね。何か方策が出ているのか、アイデアがあるのか、そういうのがありましたら、

もう半分以上というのは、かなり大きな割合でございますので、方向性でもお聞かせ願

えればと思います。例えば、民間の企業では、なかなかコンポスト化というような状況
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も難しいのが現状だと思うんです、臭いの問題とか。それにかわるものとして、別にそ

れにこだわることではございませんけども、市として何か、現時点で、具体化したもの

ではなくても結構ですから、ありましたらお教え願いたいということです。 

○木下ごみ減量対策課長 これにつきましては、一番我々にとっても悩ましい問題でして、

今、家庭系の生ごみについて、ダンボールコンポストを使って家庭の中でリサイクルを

していただくという取り組みを、さらに普及をさせていこうとしています。それも、ア

ウトカムを示せということになりましても、なかなか難しいところがあります。一方で、

発生抑制という観点で、食品ロスの取り組みもしっかり取り組んでいく必要があるのか

なというふうに思います。それには、学校教育を含めて、まずは必要なものを必要なだ

け買うであるとか、かしこい消費行動をとっていただくであるとか、発生抑制のところ

をしっかりやっていただくような啓発活動をしっかり展開していきたいというのがあり

ます。もう一つは、今回、施設のことで、生ごみ処理に対する施設のことには特に触れ

ておりませんけども、今現在、新館清掃施設の建設を進めておりますので、そこに多額

の投資をするようになりますので、生ごみに対する施設的なもので減らしていく、リサ

イクルをしていくという方策については、この計画の中でもしっかり研究していくとい

うことを、うたっていきたいなとは思っております。具体的な削減の方策ということで

は、細部の話はありませんけれども、その可能性は追及していきたいというふうに考え

ています。 

○城所委員 何年か前に、事業系の生ごみを集めて、それを堆肥化するという工場ができ

ましたね。それが、臭いとかが発生して、堆肥化がうまくいかなかったということを聞

きましたけれども、その工場の、その後は、どういうふうになったんでしょうか。前か

ら少し気になっていたんですけれども。たしか、別所、あのあたりにつくりましたよね。 

○木下ごみ減量対策課長 それは民間の事業者の施設ですけども、そこにつきましては、

臭いの問題で、お話にありましたように、今、稼働ができない状態になっておりまして、

そこが臭気対策が万全にとれれば、稼働、ある意味、今の計画の中でも期待していた部

分はあるんですけれども、地域の皆様にご理解いただけるような状況になってない中で

は稼働をすることができず、現在に至っている状況です。そういった施設があれば、か

なり大幅な生ごみのリサイクルという方向性が見出せるんですけども、残念ながら、そ

ういう臭気の問題で地域の皆様にご理解いただけないような状況を生み出してしまった

がために、そこはとん挫して、今、停止しているような状況になっております。 
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○城所委員 そういう工場が、民間でも何でもうまく稼働していけば、生ごみは減ると思

います。こういう審議委員の中の先生方のお知恵を拝借して、何とかならないものかと

思っているんですが。 

  あと、ダンボールコンポストも、私は委員になっていまして、今、進めているところ

ですけれども、浸透しないのが現状なんですね。各家庭で、とにかく生ごみをごみとし

て出さないような工夫が一番大事なんですけど、やはり集合住宅のベランダでやるとい

うのは無理かなと思いますし、もう少し小さなもの、今の大きなダンボールコンポスト

を半分にして、今、お二人住まいとかおひとり住まいの方が多いので、半分にしてとか、

いろいろ工夫して、今、エコひろば中心にダンボールコンポストの推進、頑張っており

ます。本当は、そういう工場ができれば一番減ると思いますけれど。それは、皆さんに

お願いしたいところです。 

○木下ごみ減量対策課長 ダンボールコンポスト、いろいろお世話になってありがとうご

ざいます。 

○城所委員 いえいえ、ぜひとも市のほうで補助金を今までどおりにお願いしたいと思っ

ていますけれども。 

○木下ごみ減量対策課長 ダンボールコンポストを各家庭での量というのは、ごみの排出

につながらない、削減できる量というのはわずかですけども、やはり、そのわずかな積

み重ねが２５万世帯の累計、２５万世帯いきなりできるとは思っていませんけれども、

累計になると莫大な量になっていきますので、全体量を減らすという、一人当たりのご

みの発生量を減らすという意味でも、実際に取り組んでいただけると、ごみが減ったと

いう実感を持っていただけると思うんですが、なかなかそこまで、なかなか取り組みが

できない。お忙しい方もたくさんいらっしゃいますので、ダンボールコンポスト以外に

も、生ごみの処理機器というのは、明記しているものも含めてございます。そういった

こともうまく市民の皆さんに、その家庭の状況に合ったものを適切に使っていただける

ような啓発も、もっともっとしっかりやっていかないとだめだなというふうに思ってご

ざいます。なかなかその情報が市民の皆さんのところに正確に隅々まで行き届いてるか

というと、まだまだなのかなという部分がありますので、これからも、ごみ減量全体に

言えることですけども、きめ細かな対応を積み重ねていくということが非常に大切であ

り、余り目新しい斬新なということでもないんですけれども、それが一番大切なのかな

というふうに思っています。その中にダンボールコンポストも一つあると思っています。 
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○奥会長 よろしいですか。ほか、いかがでしょうか。 

  先ほどのお話ですと、新館清掃施設の中にも、そういう施設を設置できるかどうか、

検討といいますか、研究をされていくということですか。 

○木下ごみ減量対策課長 申し訳ございません。新館清掃施設には、そういった施設を設

置することは、予定しておりません。残念ながら、ここに組み込むことはできないです。 

○奥会長 できないんですね。わかりました。そうなると、ますます、その民間の既存の

施設をいかにうまく稼働できるような状況に持っていくのかというところが必要ですね。

そもそも臭気対策を徹底することは当然ですけれども、多分、その周辺の住民の方たち

のご理解が、もう得られなくなってしまっているという、そういう状況だということな

んですね。 

○木下ごみ減量対策課長 そこが非常に厳しい状況でして。においの問題は、非常に主観

的なものもあるんですけど、客観的にもあらわすことはできるとは思いますけれども、

なかなか、その事業者と地域の方との関係性が今少しうまくいっていないというところ

ありますので。 

○奥会長 なかなか、そうなってしまうと難しいですね。 

○木下ごみ減量対策課長 非常に難しい状況にあります。 

○奥会長 わかりました。 

  それでは、本日はごみ処理基本計画の改定に係る中間報告をいただきましたけれども、

さらにもう少し練られたものを次回、新年度になってからご報告いただいて、またご意

見を頂戴するということになるかと思います。 

  本日の、この説明については、よろしいですか。 

（はい） 

○奥会長 それでは、本日予定しておりました議題は以上になりますけれども、事務局か

ら連絡事項等がございましたらお願いしたいと思います。 

○南部環境政策課長 今後の審議会の予定につきましては、先ほど私が資料の中でご説明

をいたしましたとおり、あと３回予定しております。お忙しい中申し訳ございませんが、

また後ほどご案内を差し上げますので、ご協力をお願いいたします。 

  あと、委員の皆様の任期が平成３０年４月２９日をもちまして満了となります。今回、

先ほど冒頭で会長のほうからお話がありましたように、今回の審議会が任期中最後の審

議会ということになります。事務局といたしましては、引き続き皆様に委員に就任をし
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ていただきたいと考えておりますので、後日、正式な再任手続をとらせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

  ただ、平成２２年から８年にわたりましてご就任いただいた皆様がいらっしゃいます。

浦瀬委員、菊地委員、木下委員、城所委員の４名の方ですが、市の規定で原則８年を超

えて委嘱することができないということになっておりまして、今期をもちましてご退任

ということになってしまいます。長年にわたりまして貴重なご意見をいただき、本当に

ありがとうございます。 

  本日ご出席いただいております、木下委員は、途中でお帰りになりましたので、浦瀬

委員と城所委員にご挨拶いただけるとありがたいんですが。 

○浦瀬委員 もう８年になるんですね。なかなか八王子はいい環境のところが多くて、私

もこの２月の大雪の後に高尾に行ったところ、山に登るのはやめたんです、小仏峠とか

のほうは少し雪も多そうかなと。昭和天皇陵と言うんですかね、あそこに行って、西八

王子まで歩きましたけど、いいところでした。また、別の機会に研究室の合宿で野猿峠

にある八王子セミナーハウスというところに行ってきました。大学から歩いていくと、

八王子の昔開発されたような住宅街を通っていきますよね。これからの高齢化した街の

環境問題みたいな部分を関係しているのかなと思いつつ、八王子、とてもいろんな意味

で環境がいいところだと思っています。 

  今日の資料は余り地図は出てこなかったんですけど、いろいろ歩き回ると楽しいとこ

ろもたくさんあるので、こういう環境何とか計画とかを立てるときに、いろいろ地図が

挟まってるといいなと思いましたね。 

  以上です。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○城所委員 いろいろ、８年もやっていたのかと思うぐらいあっという間の８年でしたけ

れども、ちょうど私が審議委員を仰せつかってすぐに東日本大震災がありました。ちょ

うど委員の中に東京電力の方がいまして、申し訳ありませんでしたと、頭を下げたんで

すけど、そんな問題じゃないんだなって思いまして、収束したとはいえ、いや、私はし

てないと思ってますけど、やっぱり普通の生活ができるということがいかにありがたい

ということをもう一度認識しなきゃいけないんだなと思います。八王子は、本当に緑に

恵まれており、そして川が１６河川ありますから、自然に恵まれているんですけど、そ

れをどうして、もう少し活用してもらいたいと思います。里山保全活動、それから千明
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さんがおっしゃったグリーンマッチング。グリーンマッチングは市民に浸透しいてませ

ん。ですから、やっぱり環境を守る担い手、子どもたちも含めて、やっぱり、学校支援、

私たちが学校支援して、その次の世代を育てる、先生にできない地域のことは、私たち

に任せてと言えるくらいの地域の活性化というか、学校の支援も含めて、市民がいろい

ろなことに参加できるような仕組みをつくっていただきたいと思います。 

  本当に、未熟ではありますけれども、この審議会に参加できたこと、本当にいい勉強

をさせていただきました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いい

たします。 

（拍手） 

○奥会長 どうもありがとうございました。８年の長きにわたって、ありがとうございま

した。 

  では、以上をもちまして、平成２９年度第２回八王子市環境審議会を閉会いたします。

本日は、どうもありがとうございました。 

午前１１時２０分 閉会 

平成３０年８月１３日 署名人： 天井 雅彦 

 

 

 


